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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基準クロック信号の第１の論理レベルから第２の論理レベルへの第１の変化から遅延し
て、第１の論理レベルから第２の論理レベルへ変化する遅延クロック信号を生成する遅延
素子と、
　前記基準クロック信号の第１の変化、前記基準クロック信号の前記第２の論理レベルか
ら前記第１の論理レベルへの第２の変化、及び前記遅延クロック信号の変化に応じて変化
する第１及び第２の信号を生成する信号生成回路と、
　前記第１及び第２の信号に従って、前記基準クロック信号の第１の変化から前記遅延ク
ロック信号の変化までの間、プッシュ動作及びプル動作のいずれか一方である第１の動作
を行い、前記遅延クロック信号の変化から前記基準クロック信号の第２の変化までの間、
プッシュ動作及びプル動作の他方である第２の動作を行うチャージポンプ回路と、
　前記チャージポンプ回路の出力を受けるループフィルタとを備え、
　前記遅延素子は、前記ループフィルタの出力に基づいて、前記基準クロック信号の第１
の変化から前記遅延クロック信号の変化までの遅延量を制御する、遅延ロックドループ回
路において、
　前記信号生成回路は、前記第１の信号として、前記基準クロック信号の第１の変化から
前記遅延クロック信号の変化までの間、第１の論理レベルとなり、これ以外のとき、第２
の論理レベルとなる信号を生成し、前記第２の信号として、前記基準クロックの第１の変
化から第２の変化までの間、第１の論理レベルとなり、これ以外のとき、第２の論理レベ
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ルとなる信号を生成するものであり、
　前記チャージポンプ回路は、
　前記第１の動作に係る第１の電流を供給する第１の電流源と、
　前記第２の動作に係る第２の電流を供給する第２の電流源と、
　前記第１の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第１の電流を通電し、前記第２の
論理レベルのとき、前記第１の電流を遮断する第１のスイッチと、
　前記第２の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第２の電流を通電し、前記第２の
論理レベルのとき、前記第２の電流を遮断する第２のスイッチとを有するものであり、
　前記遅延素子は、前記ループフィルタの出力電圧の増大及び減少のいずれか一方に従っ
て前記遅延量を減少し、他方に従って前記遅延量を増大する制御を行うものである
ことを特徴とする遅延ロックドループ回路。
【請求項２】
　請求項１に記載の遅延ロックドループ回路において、
　前記第１の電流の大きさは、前記第２の電流の大きさの２倍に相当する
ことを特徴とする遅延ロックドループ回路。
【請求項３】
　基準クロック信号の第１の論理レベルから第２の論理レベルへの第１の変化から遅延し
て、第１の論理レベルから第２の論理レベルへ変化する遅延クロック信号を生成する遅延
素子と、
　前記基準クロック信号の第１の変化、前記基準クロック信号の前記第２の論理レベルか
ら前記第１の論理レベルへの第２の変化、及び前記遅延クロック信号の変化に応じて変化
する第１及び第２の信号を生成する信号生成回路と、
　前記第１及び第２の信号に従って、前記基準クロック信号の第１の変化から前記遅延ク
ロック信号の変化までの間、プッシュ動作及びプル動作のいずれか一方である第１の動作
を行い、前記遅延クロック信号の変化から前記基準クロック信号の第２の変化までの間、
プッシュ動作及びプル動作の他方である第２の動作を行うチャージポンプ回路と、
　前記チャージポンプ回路の出力を受けるループフィルタとを備え、
　前記遅延素子は、前記ループフィルタの出力に基づいて、前記基準クロック信号の第１
の変化から前記遅延クロック信号の変化までの遅延量を制御する、遅延ロックドループ回
路において、
　前記信号生成回路は、前記第１の信号として、前記基準クロック信号の第１の変化から
前記遅延クロック信号の変化までの間、第１の論理レベルとなり、これ以外のとき、第２
の論理レベルとなる信号を生成し、前記第２の信号として、前記基準クロックの第１の変
化から第２の変化までの間、第１の論理レベルとなり、これ以外のとき、第２の論理レベ
ルとなる信号を生成するものであり、
　前記チャージポンプ回路は、
　前記第１の動作に係る第１及び第４の電流をそれぞれ供給する第１及び第４の電流源と
、
　前記第２の動作に係る第２及び第３の電流をそれぞれ供給する第２及び第３の電流源と
、
　前記第１の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第１の電流を通電し、前記第２の
論理レベルのとき、前記第１の電流を遮断する第１のスイッチと、
　前記第２の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第２の電流を通電し、前記第２の
論理レベルのとき、前記第２の電流を遮断する第２のスイッチと、
　前記第１の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第３の電流を遮断し、前記第２の
論理レベルのとき、前記第３の電流を通電する第３のスイッチと、
　前記第２の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第４の電流を遮断し、前記第２の
論理レベルのとき、前記第４の電流を通電する第４のスイッチとを有するものであり、
　前記遅延素子は、前記ループフィルタの出力電圧の増大及び減少のいずれか一方に従っ
て前記遅延量を減少し、他方に従って前記遅延量を増大する制御を行うものである
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ことを特徴とする遅延ロックドループ回路。
【請求項４】
　請求項３に記載の遅延ロックドループ回路において、
　前記第２から第４の電流の大きさはいずれも等しく、かつ、前記第１の電流の大きさは
、前記第２から第４の電流の大きさの３倍に相当する
ことを特徴とする遅延ロックドループ回路。
【請求項５】
　基準クロック信号の第１の論理レベルから第２の論理レベルへの第１の変化から遅延し
て、第１の論理レベルから第２の論理レベルへ変化する遅延クロック信号を生成する遅延
素子と、
　前記基準クロック信号の第１の変化、前記基準クロック信号の前記第２の論理レベルか
ら前記第１の論理レベルへの第２の変化、及び前記遅延クロック信号の変化に応じて変化
する第１及び第２の信号を生成する信号生成回路と、
　前記第１及び第２の信号に従って、前記基準クロック信号の第１の変化から前記遅延ク
ロック信号の変化までの間、プッシュ動作及びプル動作のいずれか一方である第１の動作
を行い、前記遅延クロック信号の変化から前記基準クロック信号の第２の変化までの間、
プッシュ動作及びプル動作の他方である第２の動作を行うチャージポンプ回路と、
　前記チャージポンプ回路の出力を受けるループフィルタとを備え、
　前記遅延素子は、前記ループフィルタの出力に基づいて、前記基準クロック信号の第１
の変化から前記遅延クロック信号の変化までの遅延量を制御する、遅延ロックドループ回
路において、
　前記信号生成回路は、前記第１の信号として、前記基準クロック信号の第１の変化から
前記遅延クロック信号の変化までの間、第１の論理レベルとなり、これ以外のとき、第２
の論理レベルとなる信号を生成し、前記第２の信号として、前記基準クロックの第１の変
化から第２の変化までの間、第１の論理レベルとなり、これ以外のとき、第２の論理レベ
ルとなる信号を生成するものであり、
　前記チャージポンプ回路は、
　前記第１の動作に係る第１、第４及び第５の電流をそれぞれ供給する第１、第４及び第
５の電流源と、
　前記第２の動作に係る第２及び第３の電流をそれぞれ供給する第２及び第３の電流源と
、
　前記第１の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第１の電流を通電し、前記第２の
論理レベルのとき、前記第１の電流を遮断する第１のスイッチと、
　前記第２の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第２の電流を通電し、前記第２の
論理レベルのとき、前記第２の電流を遮断する第２のスイッチと、
　前記第１の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第３の電流を遮断し、前記第２の
論理レベルのとき、前記第３の電流を通電する第３のスイッチと、
　前記第２の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第４の電流を遮断し、前記第２の
論理レベルのとき、前記第４の電流を通電する第４のスイッチとを有するものであり、
　前記遅延素子は、前記ループフィルタの出力電圧の増大及び減少のいずれか一方に従っ
て前記遅延量を減少し、他方に従って前記遅延量を増大する制御を行うものである
ことを特徴とする遅延ロックドループ回路。
【請求項６】
　請求項５に記載の遅延ロックドループ回路において、
　前記第１の電流の大きさと前記第３の電流の大きさとは等しく、前記第２、第４及び第
５の電流の大きさはいずれも等しく、かつ、前記第１及び第３の電流の大きさは、前記第
２、第４及び第５の電流の大きさの２倍に相当する
ことを特徴とする遅延ロックドループ回路。
【請求項７】
　基準クロック信号の第１の論理レベルから第２の論理レベルへの第１の変化から遅延し
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て、第１の論理レベルから第２の論理レベルへ変化する遅延クロック信号を生成する遅延
素子と、
　前記基準クロック信号の第１の変化、前記基準クロック信号の前記第２の論理レベルか
ら前記第１の論理レベルへの第２の変化、及び前記遅延クロック信号の変化に応じて変化
する第１及び第２の信号を生成する信号生成回路と、
　前記第１及び第２の信号に従って、前記基準クロック信号の第１の変化から前記遅延ク
ロック信号の変化までの間、プッシュ動作及びプル動作のいずれか一方である第１の動作
を行い、前記遅延クロック信号の変化から前記基準クロック信号の第２の変化までの間、
プッシュ動作及びプル動作の他方である第２の動作を行うチャージポンプ回路と、
　前記チャージポンプ回路の出力を受けるループフィルタとを備え、
　前記遅延素子は、前記ループフィルタの出力に基づいて、前記基準クロック信号の第１
の変化から前記遅延クロック信号の変化までの遅延量を制御する、遅延ロックドループ回
路において、
　前記信号生成回路は、前記第１の信号として、前記基準クロック信号の第１の変化から
前記遅延クロック信号の変化までの間、第１の電圧となり、これ以外のとき、第２の電圧
となる信号を生成し、前記第２の信号として、前記基準クロックの第１の変化から第２の
変化までの間、前記第２の電圧となり、これ以外のとき、前記第１の電圧となる信号を生
成するものであり、
　前記チャージポンプ回路は、
　前記第１の信号を受ける第１の抵抗と、
　前記第２の信号を受ける第２の抵抗と、
　一端が前記第１及び第２の抵抗の接続箇所に接続され、他端に第３の電圧が与えられた
第３の抵抗とを有するものであり、
　前記ループフィルタは、
　容量と、
　負帰還部分に前記容量が接続され、反転入力端が前記チャージポンプ回路における第１
から第３の抵抗の接続箇所に接続され、非反転入力端に第４の電圧が与えられた演算増幅
器とを有するものであり、
　前記遅延素子は、前記ループフィルタにおける演算増幅器の出力電圧の増大及び減少の
いずれか一方に従って前記遅延量を減少し、他方に従って前記遅延量を増大する制御を行
うものである
ことを特徴とする遅延ロックドループ回路。
【請求項８】
　請求項７に記載の遅延ロックドループ回路において、
　前記第２の電圧と前記第３の電圧とは等しく、
　前記第４の電圧は、前記第１の電圧と前記第２の電圧との中間に相当する電圧であり、
　前記第２の抵抗の抵抗値と前記第３の抵抗の抵抗値とは等しく、
　前記第１の抵抗の抵抗値は、前記第２及び第３の抵抗の抵抗値の半分に相当する
ことを特徴とする遅延ロックドループ回路。
【請求項９】
　基準クロック信号の第１の論理レベルから第２の論理レベルへの第１の変化から遅延し
て、第１の論理レベルから第２の論理レベルへ変化する遅延クロック信号を生成する遅延
素子と、
　前記基準クロック信号の第１の変化、前記基準クロック信号の前記第２の論理レベルか
ら前記第１の論理レベルへの第２の変化、及び前記遅延クロック信号の変化に応じて相補
的に変化する第１及び第２の信号を生成する信号生成回路と、
　前記第１及び第２の信号に従って、前記基準クロック信号の第１の変化から前記遅延ク
ロック信号の変化までの間、プッシュ動作及びプル動作のいずれか一方である第１の動作
を行い、前記遅延クロック信号の変化から前記基準クロック信号の第２の変化までの間、
プッシュ動作及びプル動作の他方である第２の動作を行うチャージポンプ回路と、
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　前記チャージポンプ回路の出力を受けるループフィルタとを備え、
　前記遅延素子は、前記ループフィルタの出力に基づいて、前記基準クロック信号の第１
の変化から前記遅延クロック信号の変化までの遅延量を制御する、遅延ロックドループ回
路において、
　前記遅延素子は、
　直列に接続され、ゲートに前記基準クロック信号を受ける互いに逆極性の第１及び第２
のトランジスタ、及びこれらトランジスタの間に挿入されて接続され、ゲートに前記ルー
プフィルタの出力を受ける第３のトランジスタを有し、前記第１のトランジスタと前記第
３のトランジスタとの接続点の電圧を出力信号とする第１の回路と、
　前記第１の回路の出力信号の波形を整形する第２の回路とを備えたものであり、
　前記第１の回路は、前記第３のトランジスタに並列に接続された電流源を有する
ことを特徴とする遅延ロックドループ回路。
【請求項１０】
　基準クロック信号の第１の論理レベルから第２の論理レベルへの第１の変化から遅延し
て、第１の論理レベルから第２の論理レベルへ変化する遅延クロック信号を生成する遅延
素子と、
　前記基準クロック信号の第１の変化、前記基準クロック信号の前記第２の論理レベルか
ら前記第１の論理レベルへの第２の変化、及び前記遅延クロック信号の変化に応じて相補
的に変化する第１及び第２の信号を生成する信号生成回路と、
　前記第１及び第２の信号に従って、前記基準クロック信号の第１の変化から前記遅延ク
ロック信号の変化までの間、プッシュ動作及びプル動作のいずれか一方である第１の動作
を行い、前記遅延クロック信号の変化から前記基準クロック信号の第２の変化までの間、
プッシュ動作及びプル動作の他方である第２の動作を行うチャージポンプ回路と、
　前記チャージポンプ回路の出力を受けるループフィルタとを備え、
　前記遅延素子は、前記ループフィルタの出力に基づいて、前記基準クロック信号の第１
の変化から前記遅延クロック信号の変化までの遅延量を制御する、遅延ロックドループ回
路において、
　前記遅延素子は、
　直列に接続され、ゲートに前記基準クロック信号を受ける互いに逆極性の第１及び第２
のトランジスタ、及びこれらトランジスタの間に挿入されて接続され、ゲートに前記ルー
プフィルタの出力を受ける第３のトランジスタを有し、前記第１のトランジスタと前記第
３のトランジスタとの接続点の電圧を出力信号とする第１の回路と、
　前記第１の回路の出力信号の波形を整形する第２の回路とを備えたものであり、
　前記第２の回路は、
　前記第１の回路の出力信号を受けるインバータと、
　前記インバータの入力及び出力をそれぞれドレイン及びゲートに受け、ソースに所定の
電圧が与えられたトランジスタを有する
ことを特徴とする遅延ロックドループ回路。
【請求項１１】
　共通の基準クロック信号が与えられる第１及び第２の遅延ロックドループ回路と、
　前記第１及び第２の遅延ロックドループ回路の出力クロック信号から、前記共通の基準
クロック信号の立ち上がりから遅延して立ち上がり及び立ち下がりのいずれか一方の変化
が生じる一方、前記共通の基準クロック信号の立ち下がりから遅延して立ち上がり及び立
ち下がりの他方の変化が生じる遅延クロック信号を生成するクロック生成回路とを備え、
　前記第１及び第２の遅延ロックドループ回路は、それぞれ、
　基準クロック信号の第１の論理レベルから第２の論理レベルへの第１の変化から遅延し
て、第１の論理レベルから第２の論理レベルへ変化する遅延クロック信号を生成する遅延
素子と、
　前記基準クロック信号の第１の変化、前記基準クロック信号の前記第２の論理レベルか
ら前記第１の論理レベルへの第２の変化、及び前記遅延クロック信号の変化に応じて相補
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的に変化する第１及び第２の信号を生成する信号生成回路と、
　前記第１及び第２の信号に従って、前記基準クロック信号の第１の変化から前記遅延ク
ロック信号の変化までの間、プッシュ動作及びプル動作のいずれか一方である第１の動作
を行い、前記遅延クロック信号の変化から前記基準クロック信号の第２の変化までの間、
プッシュ動作及びプル動作の他方である第２の動作を行うチャージポンプ回路と、
　前記チャージポンプ回路の出力を受けるループフィルタとを備え、
　前記遅延素子は、前記ループフィルタの出力に基づいて、前記基準クロック信号の第１
の変化から前記遅延クロック信号の変化までの遅延量を制御する
ことを特徴とする遅延ロックドループ回路。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の遅延ロックドループ回路において、
　前記第１の遅延ロックドループ回路は、前記共通の基準クロック信号の立ち上がりから
、前記共通の基準クロック信号のオンデューティの半分に相当する期間遅延して、論理レ
ベルが変化するクロック信号を出力するものであり、
　前記第２の遅延ロックドループ回路は、前記共通の基準クロック信号の立ち下がりから
、前記共通の基準クロック信号のオフデューティの半分に相当する期間遅延して、論理レ
ベルが変化するクロック信号を出力するものである
ことを特徴とする遅延ロックドループ回路。
【請求項１３】
　第１の基準クロック信号が与えられる第１の遅延ロックドループ回路と、
　前記第１の基準クロック信号とは逆位相の第２の基準クロック信号が与えられる第２の
遅延ロックドループ回路と、
　前記第１及び第２の遅延ロックドループ回路の出力クロック信号から、前記第１の基準
クロック信号の立ち上がりから遅延して立ち上がり及び立ち下がりのいずれか一方の変化
が生じる一方、前記第１の基準クロック信号の立ち下がりから遅延して立ち上がり及び立
ち下がりの他方の変化が生じる遅延クロック信号を生成するクロック生成回路とを備え、
　前記第１及び第２の遅延ロックドループ回路は、それぞれ、
　基準クロック信号の第１の論理レベルから第２の論理レベルへの第１の変化から遅延し
て、第１の論理レベルから第２の論理レベルへ変化する遅延クロック信号を生成する遅延
素子と、
　前記基準クロック信号の第１の変化、前記基準クロック信号の前記第２の論理レベルか
ら前記第１の論理レベルへの第２の変化、及び前記遅延クロック信号の変化に応じて相補
的に変化する第１及び第２の信号を生成する信号生成回路と、
　前記第１及び第２の信号に従って、前記基準クロック信号の第１の変化から前記遅延ク
ロック信号の変化までの間、プッシュ動作及びプル動作のいずれか一方である第１の動作
を行い、前記遅延クロック信号の変化から前記基準クロック信号の第２の変化までの間、
プッシュ動作及びプル動作の他方である第２の動作を行うチャージポンプ回路と、
　前記チャージポンプ回路の出力を受けるループフィルタとを備え、
　前記遅延素子は、前記ループフィルタの出力に基づいて、前記基準クロック信号の第１
の変化から前記遅延クロック信号の変化までの遅延量を制御する
ことを特徴とする遅延ロックドループ回路。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の遅延ロックドループ回路において、
　前記第１の遅延ロックドループ回路は、前記第１の基準クロック信号の立ち上がりから
、前記第１の基準クロック信号のオンデューティの半分に相当する期間遅延して、論理レ
ベルが変化するクロック信号を出力するものであり、
　前記第２の遅延ロックドループ回路は、前記第２の基準クロック信号の立ち上がりから
、前記第２の基準クロック信号のオンデューティの半分に相当する期間遅延して、論理レ
ベルが変化するクロック信号を出力するものである
ことを特徴とする遅延ロックドループ回路。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遅延ロックドループ回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遅延ロックドループ回路（ＤＬＬ）は、メモリアクセスなどの際、データ信号に対して
クロックの最適なストローブポイントを検出するために用いられる。例えば、遅延ロック
ドループ回路は、シングルデータレート（ＳＤＲ）では基準クロック信号の１／２位相を
検出し、ダブルデータレート（ＤＤＲ）では基準クロック信号の１／４位相や３／４位相
を検出する。また、一般に、メモリなどでは、ワードラインやセンスアンプなどのタイミ
ングシーケンス制御のために遅延ロックドループ回路が用いられる。
【０００３】
　図１６は、従来の遅延ロックドループ回路の構成を示す。遅延回路１００は、直列に接
続された４個の遅延素子１０１を有し、基準クロック信号ＣＬＫｒを受け、一周期遅延し
た遅延クロック信号ＣＬＫｄを出力する。位相比較器１０２は、基準クロック信号ＣＬＫ
ｒと遅延クロック信号ＣＬＫｄとの位相を比較し、この比較結果に応じて信号ＵＰ及びＤ
Ｎを出力する。チャージポンプ回路（ループフィルタを含む）１０３は、信号ＵＰ及びＤ
Ｎに基づいて遅延回路１００を制御する。上記構成の遅延ロックドループ回路は、遅延ク
ロック信号ＣＬＫｄの位相が基準クロック信号ＣＬＫｒの位相から一周期遅延したときに
安定し、このとき、遅延クロック信号ＣＬＫｄの遅延がロックされる（例えば、特許文献
１参照）。
【０００４】
　上記構成の遅延ロックドループ回路では、遅延回路１００における初段の遅延素子１０
１から１／４位相（９０°）遅れのクロック信号が出力される。また、３段目の遅延素子
１０１から３／４位相（２７０°）遅れのクロック信号が出力される。
【特許文献１】特開２０００―８２９５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の遅延ロックドループ回路では、基準クロック信号ＣＬＫｒと遅延素子１０１のド
ライブ能力や負荷容量が異なるため、１／４位相及び３／４位相の精度を上げにくいとい
う問題がある。
【０００６】
　また、従来の遅延ロックドループ回路では、遅延クロック信号は、基準クロック信号の
デューティ比にかかわらず、基準クロック信号から１／４位相又は３／４位相遅れのクロ
ック信号として生成される。このため、例えば、基準クロック信号のデューティ比が２５
％よりも小さい場合、基準クロック信号のオンデューティ中に１／４位相遅れのクロック
信号の立ち上がり又は立ち上がりが発生しないため、ＤＤＲでは使用することができなく
なる。このように、従来の遅延ロックドループ回路は、デューティ比が５０％ではない基
準クロック信号には対応できないおそれがある。
【０００７】
　また、従来の遅延ロックドループ回路では、原理的に、遅延クロック信号ＣＬＫｄの遅
延がロックされた後も極めて短いパルス幅の信号ＵＰ及びＤＮが出力される。したがって
、従来の遅延ロックドループ回路には定常ジッタが存在する。定常ジッタを抑制するには
遅延ゲインを小さくすることが考えられるが、遅延ゲインを小さくすると、遅延がロック
されるまでの応答速度、すなわち、ロッキングタイムが遅くなってしまう。また、ループ
フィルタの容量を大きくしてフィルタ時定数を大きくすることで定常ジッタを抑制するこ
とも考えられるが、この場合、回路規模が大きくなってしまう。
【０００８】
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　上記問題に鑑み、本発明は、原理的に定常ジッタがなく、基準クロック信号のデューテ
ィ比にかかわらず高精度な遅延クロック信号を生成可能な遅延ロックドループ回路を実現
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために本発明が講じた手段は、遅延ロックドループ回路として、基
準クロック信号の第１の論理レベルから第２の論理レベルへの第１の変化から遅延して、
第１の論理レベルから第２の論理レベルへ変化する遅延クロック信号を生成する遅延素子
と、前記基準クロック信号の第１の変化、前記基準クロック信号の前記第２の論理レベル
から前記第１の論理レベルへの第２の変化、及び前記遅延クロック信号の変化に応じて相
補的に変化する第１及び第２の信号を生成する信号生成回路と、前記第１及び第２の信号
に従って、前記基準クロック信号の第１の変化から前記遅延クロック信号の変化までの間
、プッシュ動作及びプル動作のいずれか一方である第１の動作を行い、前記遅延クロック
信号の変化から前記基準クロック信号の第２の変化までの間、プッシュ動作及びプル動作
の他方である第２の動作を行うチャージポンプ回路と、前記チャージポンプ回路の出力を
受けるループフィルタとを備えたものとする。ここで、前記遅延素子は、前記ループフィ
ルタの出力に基づいて、前記基準クロック信号の第１の変化から前記遅延クロック信号の
変化までの遅延量を制御する。
【００１０】
　この発明によると、信号生成回路によって、基準クロック信号の第１の論理レベルから
第２の論理レベルへの第１の変化及びその逆の第２の変化、並びに、遅延素子によって遅
延制御され生成された遅延クロック信号の第１の論理レベルから第２の論理レベルへの変
化に応じて相補的に変化する第１及び第２の信号が生成され、これら第１及び第２の信号
に従ってチャージポンプ回路がプッシュプル動作をし、その出力はループフィルタによっ
て平滑化され、その平滑化された出力に基づいて、遅延素子によって遅延クロック信号の
遅延制御が行われる。ここで、遅延クロック信号の変化は、基準クロック信号の第１の変
化から、遅延素子によって制御される量だけ遅延して生じる。したがって、本発明に係る
遅延ロックドループ回路では、遅延のロッキングポイントは、基準クロック信号の第１の
変化から所定量だけ遅延した唯一のところとなり、また、基準クロック信号のデューティ
比にかかわらず、基準クロック信号のオンデューティ又はオフデューティ中に立ち上がり
又は立ち下がりが生じる遅延クロック信号が生成される。また、本発明に係る遅延ロック
ドループ回路では、原理的に、定常状態において、遅延クロック信号のジッタの原因とな
るパルスが出力されない。したがって、ジッタの抑制を目的としてフィルタ時定数を大き
くする必要がなく、ループフィルタの小型化、ひいては遅延ロックドループ回路全体の小
型化が実現される。
【００１１】
　具体的には、前記信号生成回路は、前記第１の信号として、前記基準クロック信号の第
１の変化から前記遅延クロック信号の変化までの間、第１の論理レベルとなり、これ以外
のとき、第２の論理レベルとなる信号を生成し、前記第２の信号として、前記遅延クロッ
ク信号の変化から前記基準クロック信号の第２の変化までの間、第１の論理レベルとなり
、これ以外のとき、第２の論理レベルとなる信号を生成する。また、前記チャージポンプ
回路は、前記第１の動作に係る第１の電流を供給する第１の電流源と、前記第２の動作に
係る第２の電流を供給する第２の電流源と、前記第１の信号が前記第１の論理レベルのと
き、前記第１の電流を通電し、前記第２の論理レベルのとき、前記第１の電流を遮断する
第１のスイッチと、前記第２の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第２の電流を通
電し、前記第２の論理レベルのとき、前記第２の電流を遮断する第２のスイッチとを有す
る。また、前記遅延素子は、前記ループフィルタの出力電圧の増大及び減少のいずれか一
方に従って前記遅延量を減少し、他方に従って前記遅延量を増大する制御を行う。
【００１２】
　この発明によると、チャージポンプ回路のプッシュ動作及びプル動作に係る電荷量が平
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衡となるように遅延ロックドループ回路が動作する。したがって、プッシュ動作及びプル
動作のそれぞれに係る電流量を適宜設定することにより、所望のロッキングポイントを設
定することができる。
【００１３】
　より具体的には、前記第１の電流の大きさと前記第２の電流の大きさとは等しい。これ
により、基準クロック信号のデューティ比にかかわらず、基準クロック信号のオンデュー
ティ又はオフデューティの半分の時点で立ち上がり又は立ち下がりが生じる遅延クロック
信号が生成される。
【００１４】
　また、具体的には、前記信号生成回路は、前記第１の信号として、前記基準クロック信
号の第１の変化から前記遅延クロック信号の変化までの間、第１の論理レベルとなり、こ
れ以外のとき、第２の論理レベルとなる信号を生成し、前記第２の信号として、前記基準
クロックの第１の変化から第２の変化までの間、第１の論理レベルとなり、これ以外のと
き、第２の論理レベルとなる信号を生成する。また、前記チャージポンプ回路は、前記第
１の動作に係る第１の電流を供給する第１の電流源と、前記第２の動作に係る第２の電流
を供給する第２の電流源と、前記第１の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第１の
電流を通電し、前記第２の論理レベルのとき、前記第１の電流を遮断する第１のスイッチ
と、前記第２の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第２の電流を通電し、前記第２
の論理レベルのとき、前記第２の電流を遮断する第２のスイッチとを有する。また、前記
遅延素子は、前記ループフィルタの出力電圧の増大及び減少のいずれか一方に従って前記
遅延量を減少し、他方に従って前記遅延量を増大する制御を行う。
【００１５】
　この発明によると、チャージポンプ回路のプッシュ動作及びプル動作に係る電荷量が平
衡となるように遅延ロックドループ回路が動作する。したがって、プッシュ動作及びプル
動作のそれぞれに係る電流量を適宜設定することにより、所望のロッキングポイントを設
定することができる。また、第２の信号として基準クロック信号をそのままか又はその反
転を用いることができるため、信号生成回路の構成が比較的容易になり、回路規模が縮小
する。
【００１６】
　より具体的には、前記第１の電流の大きさは、前記第２の電流の大きさの２倍に相当す
る。これにより、基準クロック信号のデューティ比にかかわらず、基準クロック信号のオ
ンデューティ又はオフデューティの半分の時点で立ち上がり又は立ち下がりが生じる遅延
クロック信号が生成される。
【００１７】
　また、具体的には、前記信号生成回路は、前記第１の信号として、前記基準クロック信
号の第１の変化から前記遅延クロック信号の変化までの間、第１の論理レベルとなり、こ
れ以外のとき、第２の論理レベルとなる信号を生成し、前記第２の信号として、前記基準
クロックの第１の変化から第２の変化までの間、第１の論理レベルとなり、これ以外のと
き、第２の論理レベルとなる信号を生成する。また、前記チャージポンプ回路は、前記第
１の動作に係る第１及び第４の電流をそれぞれ供給する第１及び第４の電流源と、前記第
２の動作に係る第２及び第３の電流をそれぞれ供給する第２及び第３の電流源と、前記第
１の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第１の電流を通電し、前記第２の論理レベ
ルのとき、前記第１の電流を遮断する第１のスイッチと、前記第２の信号が前記第１の論
理レベルのとき、前記第２の電流を通電し、前記第２の論理レベルのとき、前記第２の電
流を遮断する第２のスイッチと、前記第１の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第
３の電流を遮断し、前記第２の論理レベルのとき、前記第３の電流を通電する第３のスイ
ッチと、前記第２の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第４の電流を遮断し、前記
第２の論理レベルのとき、前記第４の電流を通電する第４のスイッチとを有する。また、
前記遅延素子は、前記ループフィルタの出力電圧の増大及び減少のいずれか一方に従って
前記遅延量を減少し、他方に従って前記遅延量を増大する制御を行う。
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【００１８】
　この発明によると、チャージポンプ回路のプッシュ動作及びプル動作に係る電荷量が平
衡となるように遅延ロックドループ回路が動作する。したがって、プッシュ動作及びプル
動作のそれぞれに係る電流量を適宜設定することにより、所望のロッキングポイントを設
定することができる。また、第２の信号として基準クロック信号又はその反転をそのまま
用いることができるため、信号生成回路の構成が比較的容易になり、回路規模が縮小する
。
【００１９】
　より具体的には、前記第２から第４の電流の大きさはいずれも等しく、かつ、前記第１
の電流の大きさは、前記第２から第４の電流の大きさの３倍に相当する。これにより、基
準クロック信号のデューティ比にかかわらず、基準クロック信号のオンデューティ又はオ
フデューティの半分の時点で立ち上がり又は立ち下がりが生じる遅延クロック信号が生成
される。
【００２０】
　また、具体的には、前記信号生成回路は、前記第１の信号として、前記基準クロック信
号の第１の変化から前記遅延クロック信号の変化までの間、第１の論理レベルとなり、こ
れ以外のとき、第２の論理レベルとなる信号を生成し、前記第２の信号として、前記基準
クロックの第１の変化から第２の変化までの間、第１の論理レベルとなり、これ以外のと
き、第２の論理レベルとなる信号を生成する。また、前記チャージポンプ回路は、前記第
１の動作に係る第１、第４及び第５の電流をそれぞれ供給する第１、第４及び第５の電流
源と、前記第２の動作に係る第２及び第３の電流をそれぞれ供給する第２及び第３の電流
源と、前記第１の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第１の電流を通電し、前記第
２の論理レベルのとき、前記第１の電流を遮断する第１のスイッチと、前記第２の信号が
前記第１の論理レベルのとき、前記第２の電流を通電し、前記第２の論理レベルのとき、
前記第２の電流を遮断する第２のスイッチと、前記第１の信号が前記第１の論理レベルの
とき、前記第３の電流を遮断し、前記第２の論理レベルのとき、前記第３の電流を通電す
る第３のスイッチと、前記第２の信号が前記第１の論理レベルのとき、前記第４の電流を
遮断し、前記第２の論理レベルのとき、前記第４の電流を通電する第４のスイッチとを有
する。また、前記遅延素子は、前記ループフィルタの出力電圧の増大及び減少のいずれか
一方に従って前記遅延量を減少し、他方に従って前記遅延量を増大する制御を行う。
【００２１】
　この発明によると、チャージポンプ回路のプッシュ動作及びプル動作に係る電荷量が平
衡となるように遅延ロックドループ回路が動作する。したがって、プッシュ動作及びプル
動作のそれぞれに係る電流量を適宜設定することにより、所望のロッキングポイントを設
定することができる。また、第２の信号として基準クロック信号又はその反転をそのまま
用いることができるため、信号生成回路の構成が比較的容易になり、回路規模が縮小する
。
【００２２】
　より具体的には、前記第１の電流の大きさと前記第３の電流の大きさとは等しく、前記
第２、第４及び第５の電流の大きさはいずれも等しく、かつ、前記第１及び第３の電流の
大きさは、前記第２、第４及び第５の電流の大きさの２倍に相当する。これにより、基準
クロック信号のデューティ比にかかわらず、基準クロック信号のオンデューティ又はオフ
デューティの半分の時点で立ち上がり又は立ち下がりが生じる遅延クロック信号が生成さ
れる。
【００２３】
　また、具体的には、前記信号生成回路は、前記第１の信号として、前記基準クロック信
号の第１の変化から前記遅延クロック信号の変化までの間、第１の電圧となり、これ以外
のとき、第２の電圧となる信号を生成し、前記第２の信号として、前記基準クロックの第
１の変化から第２の変化までの間、前記第２の電圧となり、これ以外のとき、前記第１の
電圧となる信号を生成する。また、前記チャージポンプ回路は、前記第１の信号を受ける
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第１の抵抗と、前記第２の信号を受ける第２の抵抗と、一端が前記第１及び第２の抵抗の
接続箇所に接続され、他端に第３の電圧が与えられた第３の抵抗とを有する。また、前記
ループフィルタは、容量と、負帰還部分に前記容量が接続され、反転入力端が前記チャー
ジポンプ回路における第１から第３の抵抗の接続箇所に接続され、非反転入力端に第４の
電圧が与えられた演算増幅器とを有する。また、前記遅延素子は、前記ループフィルタに
おける演算増幅器の出力電圧の増大及び減少のいずれか一方に従って前記遅延量を減少し
、他方に従って前記遅延量を増大する制御を行う。
【００２４】
　この発明によると、チャージポンプ回路のプッシュ動作及びプル動作の切り替えの際に
スイッチングノイズが発生しないため、電流精度の劣化がない。また、チャージポンプ回
路が比較的低電圧で動作可能となる。
【００２５】
　より具体的には、前記第２の電圧と前記第３の電圧とは等しく、前記第４の電圧は、前
記第１の電圧と前記第２の電圧との中間に相当する電圧であり、前記第２の抵抗の抵抗値
と前記第３の抵抗の抵抗値とは等しく、前記第１の抵抗の抵抗値は、前記第２及び第３の
抵抗の抵抗値の半分に相当する。これにより、基準クロック信号のデューティ比にかかわ
らず、基準クロック信号のオンデューティ又はオフデューティの半分の時点で立ち上がり
又は立ち下がりが生じる遅延クロック信号が生成される。
【００２６】
　また、具体的には、前記遅延素子は、直列に接続され、ゲートに前記基準クロック信号
を受ける互いに逆極性の第１及び第２のトランジスタ、及びこれらトランジスタの間に接
続され、ゲートに前記ループフィルタの出力を受ける第３のトランジスタを有し、前記第
１のトランジスタと前記第２のトランジスタとの間の所定ノードの電圧を出力信号とする
第１の回路と、前記第１の回路の出力信号の波形を整形する第２の回路とを備えている。
【００２７】
　この発明によると、第１の回路の出力信号の電圧は基準クロック信号の変化に応じて変
化し、この変化に係る遅延は、第３のトランジスタに形成されるチャネルに応じて変化す
る。ここで、当該チャネルの形成状態はループフィルタの出力に応じて変化するため、ル
ープフィルタの出力に基づく、第１の回路の出力信号の遅延量が制御可能となる。第１の
回路の出力信号には当該遅延に伴い波形に鈍りが生じるが、第２の回路によって波形整形
され、また、リンギングも抑制される。これにより、第２の回路から出力された信号は遅
延クロック信号として利用可能となる。また、第３のトランジスタのゲート電圧の調整に
よって上記遅延量が制御できることから、極めて広いロックインレンジが達成される。
【００２８】
　好ましくは、前記第１の回路は、前記第３のトランジスタに並列に接続された電流源を
有する。
【００２９】
　この発明によると、第３のトランジスタに並列に接続された電流源によって、第１の回
路の出力信号に係る電荷移動に最小値の制限が設けられ、特に、第３のトランジスタに流
れる電流が比較的小さい場合に、ループフィルタの出力のほんのわずかな変動により遅延
クロック信号の遅延量が大幅に変動することによる発振を防止することができる。
【００３０】
　また、具体的には、前記第２の回路は、前記第１の回路の出力信号を受けるインバータ
と、前記インバータの入力及び出力をそれぞれドレイン及びゲートに受け、ソースに所定
の電圧が与えられたトランジスタを有する。
【００３１】
　この発明によると、第１の回路の出力信号の電圧がインバータの閾値を超えたとき、イ
ンバータからその論理反転に相当する信号が出力され、インバータの入出力間に設けられ
たトランジスタによってインバータ出力が所定の電圧に固定され、第１の回路の出力信号
が波形整形される。
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【００３２】
　また、好ましくは、上記の遅延ロックドループ回路は、前記遅延素子の遅延量を漸増さ
せて、前記基準クロック信号の第１の変化から前記遅延クロック信号の変化までの遅延を
ロックする。
【００３３】
　この発明によると、基準クロック信号の第１の変化から遅延クロック信号の変化までの
遅延が最小値から次第に増加していく方向に制御される。初期状態における遅延素子の遅
延量は最小であり、所望の値と異なるものの、遅延ロックドループ回路の動作開始時から
すぐに遅延クロック信号が得られることになる。
【００３４】
　一方、本発明が講じた手段は、遅延ロックドループ回路として、共通の基準クロック信
号が与えられる、上記の遅延ロックドループ回路である第１及び第２の遅延ロックドルー
プ回路と、前記第１及び第２の遅延ロックドループ回路の出力クロック信号から、前記共
通の基準クロック信号の立ち上がりから遅延して立ち上がり及び立ち下がりのいずれか一
方の変化が生じる一方、前記共通の基準クロック信号の立ち下がりから遅延して立ち上が
り及び立ち下がりの他方の変化が生じる遅延クロック信号を生成するクロック生成回路と
を備えたものとする。
【００３５】
　この発明によると、第１及び第２の遅延ロックドループ回路に与えられた共通の基準ク
ロック信号のデューティ比にかかわらず、当該共通の基準クロック信号のオンデューティ
及びオフデューティ中に論理レベルが変化する遅延クロック信号が生成される。
【００３６】
　具体的には、前記第１の遅延ロックドループ回路は、前記共通の基準クロック信号の立
ち上がりから、前記共通の基準クロック信号のオンデューティの半分に相当する期間遅延
して、論理レベルが変化するクロック信号を出力するものとする。また、前記第２の遅延
ロックドループ回路は、前記共通の基準クロック信号の立ち下がりから、前記共通の基準
クロック信号のオフデューティの半分に相当する期間遅延して、論理レベルが変化するク
ロック信号を出力するものとする。
【００３７】
　この発明によると、共通の基準クロック信号のデューティ比にかかわらず、そのデュー
ティ比が補正され、生成される遅延クロック信号のデューティ比は５０％となる。
【００３８】
　また、本発明が講じた手段は、遅延ロックドループ回路として、第１の基準クロック信
号が与えられる、上記の遅延ロックドループ回路である第１の遅延ロックドループ回路と
、前記第１の基準クロック信号とは逆位相の第２の基準クロック信号が与えられる、上記
の記載の遅延ロックドループ回路である第２の遅延ロックドループ回路と、前記第１及び
第２の遅延ロックドループ回路の出力クロック信号から、前記第１の基準クロック信号の
立ち上がりから遅延して立ち上がり及び立ち下がりのいずれか一方の変化が生じる一方、
前記第１の基準クロック信号の立ち下がりから遅延して立ち上がり及び立ち下がりの他方
の変化が生じる遅延クロック信号を生成するクロック生成回路とを備えたものとする。
【００３９】
　この発明によると、第１及び第２の遅延ロックドループ回路の極性を同一にすることが
でき、回路設計が容易になる。
【００４０】
　具体的には、前記第１の遅延ロックドループ回路は、前記第１の基準クロック信号の立
ち上がりから、前記第１の基準クロック信号のオンデューティの半分に相当する期間遅延
して、論理レベルが変化するクロック信号を出力するものとする。また、前記第２の遅延
ロックドループ回路は、前記第２の基準クロック信号の立ち上がりから、前記第２の基準
クロック信号のオンデューティの半分に相当する期間遅延して、論理レベルが変化するク
ロック信号を出力するものとする。



(13) JP 4549958 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

【００４１】
　この発明によると、第１の基準クロック信号のデューティ比にかかわらず、そのデュー
ティ比が補正され、生成される遅延クロック信号のデューティ比は５０％となる。
【発明の効果】
【００４２】
　以上のように、本発明によると、原理的に定常ジッタがなく、基準クロック信号のデュ
ーティ比にかかわらず高精度な遅延クロック信号が生成される。このため、時定数の大き
なループフィルタを特に設ける必要がなくなり、遅延ロックドループ回路の回路規模が縮
小する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００４４】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る遅延ロックドループ回路の構成を示す。本実施
形態に係る遅延ロックドループ回路は、遅延素子１０、信号生成回路２０、チャージポン
プ回路３０、及びループフィルタ４０を備えている。遅延素子１０は、基準クロック信号
ＣＬＫｒを受け、遅延クロック信号ＣＬＫｄを出力する。遅延クロック信号ＣＬＫｄの遅
延量は、ループフィルタ４０から出力された制御電圧Ｖｃによって制御される。信号生成
回路２０は、基準クロック信号ＣＬＫｒと遅延クロック信号ＣＬＫｄの反転との論理積を
信号ＵＰとして、また、基準クロック信号ＣＬＫｒと遅延クロック信号ＣＬＫｄとの論理
積を信号ＤＮとして、それぞれ出力する。チャージポンプ回路３０は、電流源３０１、電
流源３０１が供給する電流Ｉ１の通電／遮断を信号ＵＰに従って制御するスイッチ３０２
、電流源３０３、及び、電流源３０３が供給する電流Ｉ２の通電／遮断を信号ＤＮに従っ
て制御するスイッチ３０４を備え、信号ＵＰがＨｉレベルのとき、電流Ｉ１を外部へ出力
し（プッシュ動作）、信号ＤＮがＨｉレベルのとき、電流Ｉ２を外部から引き込む（プル
動作）。ループフィルタ４０は、容量４０１を備え、チャージポンプ回路３０の出力を受
け、これを積分して制御電圧Ｖｃを生成する。
【００４５】
　図２は、遅延素子１０の構成を示す。遅延素子１０において、反転回路１１は、遅延素
子１０の入力信号ＩＮを受け、これを論理反転して信号ＩＮＶを出力する。具体的には、
反転回路１１は、直列に接続されたＰＭＯＳトランジスタ１１１及びＮＭＯＳトランジス
タ１１２、これら二つのトランジスタの間に接続されたＮＭＯＳトランジスタ１１３、及
びトランジスタ１１３に並列に接続されたＮＭＯＳトランジスタ１１４を備えている。ト
ランジスタ１１１及び１１２のそれぞれのゲートには信号ＩＮが与えられ、トランジスタ
１１１及び１１３の接続箇所から信号ＩＮＶが出力される。また、トランジスタ１１３の
ゲートにはループフィルタ４０から出力された制御電圧Ｖｃが与えられ、トランジスタ１
１４のゲートには所定の電圧が与えられる。一方、波形整形回路１２は、信号ＩＮＶの波
形を整形し、遅延素子１０の出力信号ＯＵＴを生成する。具体的には、波形整形回路１２
は、信号ＩＮＶを受け、信号ＯＵＴを出力するインバータ１２１、及びドレイン及びゲー
トがそれぞれインバータ１２１の入力端及び出力端に接続され、ソースに所定の電圧、例
えば、グランド電圧が与えられたＮＭＯＳトランジスタ１２２を備えている。
【００４６】
　反転回路１１において、信号ＩＮがＬｏレベルのとき、スイッチとしてのトランジスタ
１１１及び１１２はそれぞれ導通状態及び非導通状態となり、反転回路１１の出力先には
電源ノードから電荷が供給され、信号ＩＮＶはＨｉレベルとなる。一方、信号ＩＮがＨｉ
レベルのとき、トランジスタ１１１及び１１２はそれぞれ非導通状態及び導通状態となり
、出力先に供給された電荷は接地ノードに引き抜かれ、信号ＩＮＶはＬｏレベルとなる。
【００４７】
　図３は、遅延素子１０のタイミングチャートを示す。信号ＩＮが立ち下がると、信号Ｉ
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ＮＶは、すぐさまＬｏレベルからＨｉレベルへ変化する。これに対して、信号ＩＮが立ち
上がっても、信号ＩＮＶは、すぐにはＨｉレベルからＬｏレベルへ変化せずに比較的なだ
らかに変化する。これは、トランジスタ１１３及び１１４によって、接地ノードへの電荷
引き抜きに制限が加えられることによる。このように波形に鈍りがある信号ＩＮＶは、波
形整形回路１２によって波形整形され、急峻な立ち上がり及び立ち下がりを有する信号Ｏ
ＵＴとなって出力される。また、波形整形回路１２は、信号ＩＮＶに生じるリンギングを
抑制するといった効果を奏する。
【００４８】
　上述したように、トランジスタ１１３及び１１４によって接地ノードへの電荷引き抜き
に制限が加えられた結果、信号ＯＵＴの立ち上がりは、信号ＩＮが立ち上がってからある
程度遅延して発生する。ここで、制御電圧Ｖｃを適宜調整することによって、トランジス
タ１１３に形成されるチャネルの状態が変化し、信号ＩＮＶのＨｉレベルからＬｏレベル
への変化の速度が変化し、結果として、信号ＯＵＴの遅延量が調整される。なお、トラン
ジスタ１１４は一定の大きさの電流を引き込む電流源として動作する。すなわち、接地ノ
ードへの電荷引き抜きに関して最小値の制限を設けている。この制限がない場合、トラン
ジスタ１１３に流れる電流が比較的小さい場合に、制御電圧Ｖｃがほんのわずか変化する
ことより、遅延クロック信号ＣＬＫｄの遅延量が大幅に変化してしまい、発振してしまう
おそれがあるからである。
【００４９】
　図４は、本実施形態に係る遅延ロックドループ回路のタイミングチャートを示す。基準
クロック信号ＣＬＫｒ及び遅延クロック信号ＣＬＫｄは、それぞれ、図３に示した信号Ｉ
Ｎ及びＯＵＴに相当する。信号ＵＰは、基準クロック信号ＣＬＫｒの立ち上がりから遅延
クロック信号ＣＬＫｄの立ち上がりまでの期間、Ｈｉレベルとなる。信号ＤＮは、遅延ク
ロック信号ＣＬＫｄの立ち上がりから基準クロック信号ＣＬＫｒの立ち下がりまでの期間
、Ｈｉレベルとなる。すなわち、信号ＵＰ及びＤＮは、遅延クロック信号ＣＬＫｄの立ち
上がりを境として、基準クロック信号ＣＬＫｒのオンデューティの前半及び後半の期間、
それぞれＨｉレベルとなる。なお、図４に示したタイミングチャートにおいて、信号ＵＰ
及びＤＮに重ねて、チャージポンプ回路３０から外部に向かって流れる電流（プッシュ電
流）及び外部からチャージポンプ回路３０に向かって流れる電流（プル電流）をその大き
さとともに平行斜線で表示している。
【００５０】
　基準クロック信号ＣＬＫｒが立ち上がると信号ＵＰがＨｉレベルとなり、チャージポン
プ回路３０からループフィルタ４０に電流Ｉ１が供給され、制御電圧Ｖｃは漸増する。制
御電圧Ｖｃが比較的低い場合、遅延クロック信号ＣＬＫｄの遅延量は比較的大きく、逆に
、制御電圧Ｖｃが比較的高い場合、遅延クロック信号ＣＬＫｄの遅延量は比較的小さい。
したがって、制御電圧Ｖｃの増大は、遅延クロック信号ＣＬＫｄの遅延量を減少させる方
向に働き、基準クロック信号ＣＬＫｒが立ち上がってからある程度の時間が経過したとき
に、遅延クロック信号ＣＬＫｄが立ち上がる。この結果、信号ＤＮがＨｉレベルとなり、
ループフィルタ４０からチャージポンプ回路３０に電流Ｉ２が引き込まれ、制御電圧Ｖｃ
は漸減して元のレベルに戻る。
【００５１】
　本実施形態に係る遅延ロックドループ回路では、遅延クロック信号ＣＬＫｄの立ち上が
りは、基準クロック信号ＣＬＫｒのオンデューティをある比率で内分した時点で発生する
が、この比率は、電流Ｉ１及びＩ２の関係によって決まる。すなわち、本実施形態に係る
遅延ロックドループ回路では、チャージポンプ回路３０によるプッシュ動作及びプル動作
に係る電荷量が平衡するようにフィードバックシステムが作用し、信号ＵＰと信号ＤＮと
のＨｉ期間の比が電流Ｉ１と電流Ｉ２の逆数比となったところでシステムが安定する。し
たがって、電流Ｉ１及びＩ２の大きさを適宜設定することによって、遅延クロック信号Ｃ
ＬＫｄが基準クロック信号ＣＬＫｒのオンデューティを所望の比率で内分する時点で立ち
上がるように調整することができる。
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【００５２】
　特に、電流Ｉ１及びＩ２を等しく設定した場合、遅延クロック信号ＣＬＫｄの立ち上が
りは、基準クロック信号ＣＬＫｒのオンデューティのちょうど半分の時点で生じる。すな
わち、基準クロック信号ＣＬＫｒのデューティ比が５０％であるか否かにかかわらず、基
準クロック信号ＣＬＫｒのオンデューティの半分の時点で立ち上がりが生じる遅延クロッ
ク信号ＣＬＫｄを得ることができる。
【００５３】
　また、従来の遅延ロックドループ回路では定常状態において信号ＵＰ及びＤＮが出力さ
れないのが理想であるが、原理上、実際にはごく短いパルスが出力され、これが定常ジッ
タの原因となっていたのに対して、本実施形態に係る遅延ロックドループ回路では、定常
状態において、チャージポンプ回路３０によるプッシュ動作及びプル動作に係る電荷量が
平衡となるように信号ＵＰ及びＤＮが常に出力される。これにより、制御電圧Ｖｃは、図
４に示したように漸増、漸減を繰り返すが、遅延素子１０の遅延量は、漸増部分の電圧軌
跡で決定される。したがって、本実施形態に係る遅延ロックドループ回路では、原理上、
定常ジッタの原因が発生せず、ジッタ特性に極めて優れた出力、すなわち、遅延クロック
信号を得ることができる。
【００５４】
　以上、本実施形態によると、原理的に定常ジッタがなく、基準クロック信号のデューテ
ィ比にかかわらず高精度な遅延クロック信号を生成することができる。
【００５５】
　なお、遅延ロックドループ回路を、上記説明とは逆の論理で動作するように構成しても
よい。
【００５６】
　（第２の実施形態）
　図５は、本発明の第２の実施形態に係る遅延ロックドループ回路の構成を示す。本実施
形態に係る遅延ロックドループ回路は、第１の実施形態とは異なる構成の信号生成回路２
０を備えている。本実施形態に係る信号生成回路２０は、基準クロック信号ＣＬＫｒと遅
延クロック信号ＣＬＫｄの反転との論理積を信号ＵＰとして、また、基準クロック信号Ｃ
ＬＫｒを信号ＤＮとして、それぞれ出力する。以下、本実施形態に係る遅延ロックドルー
プ回路について、第１の実施形態に係る遅延ロックドループ回路と異なる点のみを説明す
る。
【００５７】
　図６は、本実施形態に係る遅延ロックドループ回路のタイミングチャートを示す。信号
ＵＰは、基準クロック信号ＣＬＫｒの立ち上がりから遅延クロック信号ＣＬＫｄの立ち上
がりまでの期間、Ｈｉレベルとなる。信号ＤＮは、基準クロック信号ＣＬＫｒと同じであ
る。なお、図６に示したタイミングチャートにおいて、信号ＵＰ及びＤＮに重ねて、チャ
ージポンプ回路３０から外部に向かって流れる電流（プッシュ電流）及び外部からチャー
ジポンプ回路３０に向かって流れる電流（プル電流）をその大きさとともに平行斜線で表
示している。
【００５８】
　基準クロック信号ＣＬＫｒが立ち上がると信号ＵＰ及びＤＮがＨｉレベルとなり、チャ
ージポンプ回路３０におけるスイッチ３０２及び３０４が閉じ、チャージポンプ回路３０
からループフィルタ４０に、電流Ｉ１と電流Ｉ２との差分電流が供給され、制御電圧Ｖｃ
は漸増する。そして、基準クロック信号ＣＬＫｒが立ち上がってからある程度の時間が経
過したときに、遅延クロック信号ＣＬＫｄが立ち上がる。この結果、信号ＵＰのみがＬｏ
レベルとなり、スイッチ３０２のみが開き、ループフィルタ４０からチャージポンプ回路
３０に電流Ｉ２が引き込まれ、制御電圧Ｖｃは漸減して元のレベルに戻る。したがって、
電流Ｉ１及びＩ２の大きさを適宜設定することによって、遅延クロック信号ＣＬＫｄが基
準クロック信号ＣＬＫｒのオンデューティを所望の比率で内分する時点で立ち上がるよう
に調整することができる。



(16) JP 4549958 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

【００５９】
　特に、電流Ｉ１を電流Ｉ２の２倍に相当する大きさとなるように設定した場合、チャー
ジポンプ回路３０におけるスイッチ３０２及び３０４がいずれも閉じたときに供給される
電流の大きさと、スイッチ３０４のみが閉じたときに引き込まれる電流の大きさとが等し
くなり、遅延クロック信号ＣＬＫｄの立ち上がりは、基準クロック信号ＣＬＫｒのオンデ
ューティのちょうど半分の時点で生じる。
【００６０】
　以上、本実施形態によると、第１の実施形態と比較して信号生成回路２０の構成が容易
になり、遅延ロックドループ回路全体としての回路規模が縮小する。
【００６１】
　（第３の実施形態）
　図７は、本発明の第３の実施形態に係る遅延ロックドループ回路の構成を示す。本実施
形態に係る遅延ロックドループ回路は、第２の実施形態とは異なる構成のチャージポンプ
回路３０を備えている。本実施形態に係るチャージポンプ回路３０は、第２の実施形態に
係るチャージポンプ回路３０に、さらに、電流源３０５、電流源３０５が供給する電流Ｉ
３の通電／遮断を信号ＵＰに従って制御するスイッチ３０６、電流源３０７、及び、電流
源３０７が供給する電流Ｉ４の通電／遮断を信号ＤＮに従って制御するスイッチ３０８を
備えている。以下、第２の実施形態と異なる点についてのみ説明する。
【００６２】
　図８は、本実施形態に係る遅延ロックドループ回路のタイミングチャートを示す。なお
、図８に示したタイミングチャートにおいて、信号ＵＰ及びＤＮに重ねて、チャージポン
プ回路３０から外部に向かって流れる電流（プッシュ電流）及び外部からチャージポンプ
回路３０に向かって流れる電流（プル電流）をその大きさとともに平行斜線で表示してい
る。
【００６３】
　基準クロック信号ＣＬＫｒが立ち上がると信号ＵＰ及びＤＮがＨｉレベルとなり、チャ
ージポンプ回路３０におけるスイッチ３０２及び３０４が閉じ、チャージポンプ回路３０
からループフィルタ４０に、電流Ｉ１と電流Ｉ２との差分電流が供給され、制御電圧Ｖｃ
は漸増する。そして、基準クロック信号ＣＬＫｒが立ち上がってからある程度の時間が経
過したときに、遅延クロック信号ＣＬＫｄが立ち上がる。この結果、信号ＵＰのみがＬｏ
レベルとなり、スイッチ３０２は開き、代わりにスイッチ３０６が閉じ、ループフィルタ
４０からチャージポンプ回路３０に、電流Ｉ２と電流Ｉ３との合計電流が引き込まれ、制
御電圧Ｖｃは漸減して元のレベルに戻る。そして、基準クロック信号ＣＬＫｒが立ち下が
ったとき、信号ＤＮはＬｏレベルとなり、スイッチ３０４は開き、代わりにスイッチ３０
８が閉じ、ループフィルタ４０に、電流Ｉ３と電流Ｉ４との差分電流が供給される。ここ
で、電流Ｉ３と電流Ｉ４とが等しいとき、プッシュ電流とプル電流とは相殺され、基準ク
ロック信号ＣＬＫｒがＬｏレベルにある間は、チャージポンプ回路３０のプッシュプル動
作は見かけ上停止する。
【００６４】
　本実施形態に係る遅延ロックドループ回路においても、電流Ｉ１～Ｉ４の大きさを適宜
設定することによって、遅延クロック信号ＣＬＫｄが基準クロック信号ＣＬＫｒのオンデ
ューティを所望の比率で内分する時点で立ち上がるように調整することができる。特に、
電流Ｉ２～Ｉ４の大きさをいずれも等しくし、電流Ｉ１を電流Ｉ２～Ｉ４の大きさの３倍
に相当する大きさとなるように設定した場合、チャージポンプ回路３０におけるスイッチ
３０２及び３０４が閉じたときにループフィルタ４０に供給される電流の大きさと、スイ
ッチ３０４及び３０６が閉じたときにループフィルタ４０から引き込まれる電流の大きさ
とが等しくなり、遅延クロック信号ＣＬＫｄの立ち上がりは、基準クロック信号ＣＬＫｒ
のオンデューティのちょうど半分の時点で生じる。
【００６５】
　以上、本実施形態によると、第１の実施形態と比較して信号生成回路２０の構成が容易
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になり、遅延ロックドループ回路全体としての回路規模が縮小する。
【００６６】
　（第４の実施形態）
　図９は、本発明の第４の実施形態に係る遅延ロックドループ回路の構成を示す。本実施
形態に係る遅延ロックドループ回路は、第２及び３の実施形態とは異なる構成のチャージ
ポンプ回路３０を備えている。本実施形態に係るチャージポンプ回路３０は、第３の実施
形態に係るチャージポンプ回路３０に、さらに、電流源３０１と同極性の電流Ｉ５を供給
する電流源３０９を備えている。すなわち、本実施形態に係るチャージポンプ回路３０で
は、信号ＵＰ及びＤＮの状態にかかわらず、電流源３０９から電流Ｉ５が常時供給されて
いる。以下、第３の実施形態と異なる点についてのみ説明する。
【００６７】
　図１０は、本実施形態に係る遅延ロックドループ回路のタイミングチャートを示す。な
お、図１０に示したタイミングチャートにおいて、信号ＵＰ及びＤＮに重ねて、チャージ
ポンプ回路３０から外部に向かって流れる電流（プッシュ電流）及び外部からチャージポ
ンプ回路３０に向かって流れる電流（プル電流）をその大きさとともに平行斜線で表示し
ている。
【００６８】
　基準クロック信号ＣＬＫｒが立ち上がると信号ＵＰ及びＤＮがＨｉレベルとなり、チャ
ージポンプ回路３０におけるスイッチ３０２及び３０４が閉じ、チャージポンプ回路３０
からループフィルタ４０に、電流Ｉ１と電流Ｉ５との合計電流と電流Ｉ２との差分電流が
供給され、制御電圧Ｖｃは漸増する。そして、基準クロック信号ＣＬＫｒが立ち上がって
からある程度の時間が経過したときに、遅延クロック信号ＣＬＫｄが立ち上がる。この結
果、信号ＵＰのみがＬｏレベルとなり、スイッチ３０２は開き、代わりにスイッチ３０６
が閉じ、ループフィルタ４０からチャージポンプ回路３０に、電流Ｉ２と電流Ｉ３との合
計電流と電流Ｉ５との差分電流が引き込まれ、制御電圧Ｖｃは漸減して元のレベルに戻る
。そして、基準クロック信号ＣＬＫｒが立ち下がったとき、信号ＤＮはＬｏレベルとなり
、スイッチ３０４は開き、代わりにスイッチ３０８が閉じ、ループフィルタ４０に、電流
Ｉ４と電流Ｉ５との合計電流と電流Ｉ３との差分電流が供給される。ここで、電流Ｉ４と
電流Ｉ５との合計電流と電流Ｉ３とが等しいとき、プッシュ電流とプル電流とは相殺され
、基準クロック信号ＣＬＫｒがＬｏレベルにある間は、チャージポンプ回路３０のプッシ
ュプル動作は見かけ上停止する。
【００６９】
　本実施形態に係る遅延ロックドループ回路においても、電流Ｉ１～Ｉ５の大きさを適宜
設定することによって、遅延クロック信号ＣＬＫｄが基準クロック信号ＣＬＫｒのオンデ
ューティを所望の比率で内分する時点で立ち上がるように調整することができる。特に、
電流Ｉ１及びＩ３の大きさを等しくし、電流Ｉ２、Ｉ４及びＩ５の大きさを等しくし、か
つ、電流Ｉ１及びＩ３を電流Ｉ２、Ｉ４及びＩ５の大きさの２倍に相当する大きさとなる
ように設定した場合、チャージポンプ回路３０におけるスイッチ３０２及び３０４が閉じ
たときにループフィルタ４０に供給される電流の大きさと、スイッチ３０４及び３０６が
閉じたときにループフィルタ４０から引き込まれる電流の大きさとが等しくなり、遅延ク
ロック信号ＣＬＫｄの立ち上がりは、基準クロック信号ＣＬＫｒのオンデューティのちょ
うど半分の時点で生じる。
【００７０】
　以上、本実施形態によると、第１の実施形態と比較して信号生成回路２０の構成が容易
になり、遅延ロックドループ回路全体としての回路規模が縮小する。
【００７１】
　ところで、本実施形態に係るチャージポンプ回路３０では、信号ＵＰ及びＤＮのそれぞ
れに従って同じ大きさの電流がその向きを変えつつ連続的に流れるため、電流の通電／遮
断のスイッチング制御はもはや不要となり、図１１に示したような回路構成が可能となる
。すなわち、チャージポンプ回路３０は、信号ＵＰの反転（以下、「信号／ＵＰ」と表す
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）を受ける抵抗３１１（抵抗値Ｒ１）、信号ＤＮを受ける抵抗３１２（抵抗値Ｒ２）、及
び、一端が抵抗３１１及び３１２の接続箇所に接続され、他端にグランド電圧Ｖｓｓが与
えられた抵抗３１３（抵抗値Ｒ３）を備えており、また、ループフィルタ４０は、容量４
０１、及び、負帰還部分に容量４０１が接続され、反転入力端がチャージポンプ回路３０
における抵抗３１１～３１３の接続箇所に接続され、非反転入力端に電圧Ｖａが与えられ
た演算増幅器４０２を備えている。
【００７２】
　図１１において、信号／ＵＰ及びＤＮのＨｉレベルの電圧を電源電圧Ｖｄｄ、Ｌｏレベ
ルの電圧をグランド電圧Ｖｓｓ（＝０）としたとき、基準クロック信号ＣＬＫｒが立ち上
がると信号／ＵＰ及びＤＮはそれぞれグランド電圧Ｖｓｓ及び電源電圧Ｖｄｄとなる。こ
こで、次の条件、
Ｒ２＝Ｒ３＝２Ｒ１＝Ｒ、かつ、Ｖａ＝（Ｖｄｄ－Ｖｓｓ）／２＝Ｖｄｄ／２
を満たすように、抵抗３１１～３１３の抵抗値、及び、電圧Ｖａをそれぞれ設定すると、
信号／ＵＰ及びＤＮがそれぞれグランド電圧Ｖｓｓ及び電源電圧Ｖｄｄとなったとき、抵
抗３１１から信号／ＵＰの入力端に、大きさがＶｄｄ／Ｒの電流が流れ出し、信号ＤＮの
入力端から抵抗３１２に、大きさがＶｄｄ／２／Ｒの電流が流れ込む。また、抵抗３１１
～３１３の接続点からグランドノードには、大きさがＶｄｄ／２／Ｒの電流が流れている
。したがって、キルヒホッフの法則により、演算増幅器４０２の出力側から抵抗３１１～
３１３の接続点に、容量４０１を介して電流Ｖｄｄ／Ｒが流れ込む。この結果、制御電圧
Ｖｃは漸増する。
【００７３】
　そして、基準クロック信号ＣＬＫｒが立ち上がってからある程度の時間が経過したとき
に、遅延クロック信号ＣＬＫｄが立ち上がり、信号／ＵＰが電源電圧Ｖｄｄとなり、信号
／ＵＰの入力端から抵抗３１１に、大きさがＶｄｄ／Ｒの電流が流れ込む。したがって、
キルヒホッフの法則により、抵抗３１１～３１３の接続点から演算増幅器４０２の出力側
に、容量４０１を介して電流Ｖｄｄ／Ｒが流れ出す。この結果、制御電圧Ｖｃは漸減して
元のレベルに戻る。
【００７４】
　その後、基準クロック信号ＣＬＫｒが立ち下がったとき、信号ＤＮはグランド電圧Ｖｓ
ｓ（＝０）となり、抵抗３１２から信号ＤＮの入力端に、大きさがＶｄｄ／２／Ｒの電流
が流れ出す。したがって、信号／ＵＰの入力端から抵抗３１１に流れ込む電流は、抵抗３
１２及び３１３を通じて流れ出し、ループフィルタ４０には流れ込まなくなる。すなわち
、基準クロック信号ＣＬＫｒがＬｏレベルにある間は、チャージポンプ回路３０のプッシ
ュプル動作は見かけ上停止する。
【００７５】
　以上のように、図１１に示したチャージポンプ回路３０及びループフィルタ４０を備え
た遅延ロックドループ回路は、図９に示した本実施形態に係る遅延ロックドループ回路と
同様の動作をする。しかも、図１１に示した変形例ではスイッチを用いていないためスイ
ッチングノイズに起因する電流精度の劣化がなく、また、図９に示した遅延ロックドルー
プ回路よりも低電圧での動作が可能となる。
【００７６】
　（第５の実施形態）
　図１２は、本発明の第５の実施形態に係る遅延ロックドループ回路の構成を示す。本実
施形態に係る遅延ロックドループ回路は、上記の第１から第４の実施形態に係る遅延ロッ
クドループ回路のいずれか二つを組み合わせた構成をしており、第１の遅延ロックドルー
プ回路は、遅延素子１０ｒ、信号生成回路２０ｒ、チャージポンプ回路３０ｒ、及びルー
プフィルタ４０ｒを備え、第２の遅延ロックドループ回路は、遅延素子１０ｆ、信号生成
回路２０ｆ、チャージポンプ回路３０ｆ、及びループフィルタ４０ｆを備えている。第１
及び第２の遅延ロックドループ回路は、それぞれ、基準クロック信号ＣＬＫｒの立ち上が
り及び立ち下がりから遅延して論理レベルが変化する遅延クロック信号ＣＬＫｄｒ及びＣ
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ＬＫｄｆを出力する。第１及び第２の遅延ロックドループ回路の具体的構成は、第１から
第４の実施形態で説明した通りである。また、本実施形態に係る遅延ロックドループ回路
はクロック生成回路５０を備えている。以下、本実施形態に特徴的な部分についてのみ説
明する。
【００７７】
　クロック生成回路５０は、遅延クロック信号ＣＬＫｄｒ及びＣＬＫｄｆから遅延クロッ
ク信号ＣＬＫｄを生成する。図１３は、本実施形態に係る遅延ロックドループ回路のタイ
ミングチャートを示す。遅延クロック信号ＣＬＫｄの生成方法はさまざまであるが、例え
ば、図１３に示したように、遅延クロック信号ＣＬＫｄは、遅延クロック信号ＣＬＫｄｒ
が立ち上がることによって立ち上がり、遅延クロック信号ＣＬＫｄｆが立ち上がることに
よって立ち下がるようにすればよい。
【００７８】
　特に、遅延クロック信号ＣＬＫｄｒ及びＣＬＫｄｆがそれぞれ基準クロック信号ＣＬＫ
ｒのオンデューティ及びオフデューティのちょうど半分の時点で立ち上がるように、第１
及び第２の遅延ロックドループ回路を構成することによって、遅延クロック信号ＣＬＫｄ
は、基準クロック信号ＣＬＫｒのオンデューティのちょうど半分の時点で立ち上がり、オ
フデューティのちょうど半分の時点で立ち下がる。ここで、基準クロック信号ＣＬＫｒの
周期をＴ、デューティ比をαとすると、遅延クロック信号ＣＬＫｄのオンデューティの時
間は、
αＴ／２＋（１－α）Ｔ／２＝Ｔ／２
となり、基準クロック信号ＣＬＫｒのちょうど半分の周期（Ｔ／２）となる。すなわち、
基準クロック信号ＣＬＫｒのデューティ比にかかわらず遅延クロック信号ＣＬＫｄのデュ
ーティ比は５０％となる。
【００７９】
　以上、本実施形態によると、基準クロック信号ＣＬＫｒから１／４位相（９０°）遅れ
及び３／４位相（２７０°）遅れで論理レベルが変化する遅延クロック信号ＣＬＫｄが生
成される。また、基準クロック信号ＣＬＫｒのデューティ比が補正される。
【００８０】
　さらに、本実施形態においては、遅延素子１０ｒと遅延素子１０ｆを、差動回路で構成
すれば、ノイズに対してより強い構成となる。具体的には、図１４で示す差動回路で構成
可能である。図１４に示した遅延素子１０Ａは、図２に示した反転回路１１と同様の反転
回路１１ａ及び１１ｂ、及び、差動増幅器を有する波形整形回路１２Ａを備えている。反
転回路１１ａ及び１１ｂは、それぞれ、差動入力信号として信号ＩＮ+及びＩＮ-を受ける
。波形整形回路１２Ａは、反転回路１１ａ及び１１ｂの出力を受けて波形整形し、信号Ｏ
ＵＴ+及びＯＵＴ-を出力する。図１４に示した差動回路を図１２に示した遅延ロックドル
ープ回路に適用する場合は、信号ＩＮ+として基準クロック信号ＣＬＫｒを、信号ＩＮ-と
して基準クロック信号ＣＬＫｒの反転信号を入力し、信号ＯＵＴ+及びＯＵＴ-を遅延クロ
ック信号ＣＬＫｄｒ及びＣＬＫｄｆにそれぞれ対応させればよい。このように、遅延素子
を差動回路で構成することにより、電源などで発生する同相位相ノイズがキャンセルされ
、より高精度の遅延クロック信号を生成することができる。
【００８１】
　（第６の実施形態）
　図１５は、本発明の第６の実施形態に係る遅延ロックドループ回路の構成を示す。本実
施形態に係る遅延ロックドループ回路は、第５の実施形態に係る遅延ロックドループ回路
における第１及び第２の遅延ロックドループ回路に、互いに逆位相関係にある基準クロッ
ク信号ＣＬＫｒ及びその反転（以下、「基準クロック信号／ＣＬＫｒ」と表す）を与える
構成となっている。
【００８２】
　第１及び第２の遅延ロックドループ回路は、それぞれ、基準クロック信号ＣＬＫｒ及び
／ＣＬＫｒの立ち上がり（又は立ち下がり）から遅延して論理レベルが変化する遅延クロ
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ック信号ＣＬＫｄｒ及びＣＬＫｄｆを出力する。すなわち、第２の遅延ロックドループ回
路は、実質的に、基準クロック信号ＣＬＫｒの立ち下がり（又は立ち上がり）から遅延し
て論理レベルが変化する遅延クロック信号ＣＬＫｄｆを出力するものであり、クロック生
成回路５０によって生成される遅延クロック信号ＣＬＫｄは第５の実施形態の場合と同様
である。
【００８３】
　本実施形態では、第１及び第２の遅延ロックドループ回路の極性を同一にすることがで
きる。したがって、第１及び第２の遅延ロックドループ回路として同じものを使用するこ
とができるため、回路設計が容易になる。
【００８４】
　なお、第５及び第６の実施形態では、遅延素子１０ｒ及び１０ｆのそれぞれによって生
成された遅延クロック信号ＣＬＫｄｒ及びＣＬＫｄｆから新たな遅延クロック信号ＣＬＫ
ｄを生成しているが、本発明はこれに限定されるものではない。遅延クロック信号ＣＬＫ
ｄは、遅延クロック信号ＣＬＫｄｒ及びＣＬＫｄｆ以外にも、遅延クロック信号ＣＬＫｄ
ｒ及びＣＬＫｄｆに基づいて生成された信号であって基準クロック信号ＣＬＫｒ及び／Ｃ
ＬＫｒの立ち上がり（又は立ち下がり）から所定位相だけ遅延して論理レベルが変化する
信号、例えば、信号生成回路２０ｒ及び２０ｆのそれぞれによって生成された信号ＵＰ又
は信号ＤＮから生成するようにしてもよい。
【００８５】
　同様に、第１から第４の実施形態に係る遅延ロックドループ回路の出力クロック信号は
、遅延素子１０によって生成された遅延クロック信号ＣＬＫｄに限られず、例えば、信号
生成回路２０によって生成された信号ＵＰ又は第１の実施形態の場合には信号ＤＮであっ
てもよい。信号ＵＰは遅延クロック信号ＣＬＫｄが波形整形されたものであるから、むし
ろ信号ＵＰを遅延ロックドループ回路の出力とした方が好ましい。
【００８６】
　また、図４その他のタイミングチャートに示したような、基準クロック信号ＣＬＫｒの
オンデューティ（又はオフデューティ）中に、一旦増加（又は減少）した後元のレベルに
戻るといった制御電圧Ｖｃの変化は、基準クロック信号ＣＬＫｒの立ち上がり及び立ち下
がり並びに遅延クロック信号ＣＬＫｄの立ち上がり（遅延クロック信号ＣＬＫｄが基準ク
ロック信号ＣＬＫｒの立ち上がり及び立ち下がりのいずれか一方から遅延して立ち下がる
場合には当該立ち下がり）に応じて相補的に変化する信号ＵＰ及びＤＮに基づいて、実現
可能である。したがって、上記各実施形態で説明した信号生成回路２０及びチャージポン
プ回路３０以外にもさまざまな回路構成が実現可能である。例えば、図６のタイミングチ
ャートにおいて、信号ＵＰが遅延クロック信号ＣＬＫｄの立ち上がりから基準クロック信
号ＣＬＫｒの立ち下がりまでの間に論理レベルＨｉとなるように信号生成回路２０及びチ
ャージポンプ回路３０の構成を変更しても、本発明が奏する効果に何ら違いはない。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明に係る遅延ロックドループ回路は、基準クロック信号のデューティ比にかかわら
ず高精度かつ定常ジッタがない遅延クロック信号を生成するため、ＤＤＲ（ダブル・デー
タ・レート）規格のインタフェースに、特に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る遅延ロックドループ回路の構成図である。
【図２】遅延素子の構成図である。
【図３】遅延素子のタイミングチャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る遅延ロックドループ回路のタイミングチャートで
ある。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る遅延ロックドループ回路の構成図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る遅延ロックドループ回路のタイミングチャートで
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【図７】本発明の第３の実施形態に係る遅延ロックドループ回路の構成図である。
【図８】本発明の第３の実施形態に係る遅延ロックドループ回路のタイミングチャートで
ある。
【図９】本発明の第４の実施形態に係る遅延ロックドループ回路の構成図である。
【図１０】本発明の第４の実施形態に係る遅延ロックドループ回路のタイミングチャート
である。
【図１１】図９に示したチャージポンプ回路及びループフィルタの変形例である。
【図１２】本発明の第５の実施形態に係る遅延ロックドループ回路の構成図である。
【図１３】本発明の第５の実施形態に係る遅延ロックドループ回路のタイミングチャート
である。
【図１４】差動回路として構成した場合の遅延素子の構成図である。
【図１５】本発明の第６の実施形態に係る遅延ロックドループ回路の構成図である。
【図１６】従来の遅延クロックループ回路の構成図である。
【符号の説明】
【００８９】
１０，１０Ａ，１０ｒ，１０ｆ　遅延素子
１１，１１ａ，１１ｂ　反転回路（第１の回路）
１２，１２Ａ　波形整形回路（第２の回路）
２０，２０ｒ、２０ｆ　信号生成回路
３０，３０ｒ、３０ｆ　チャージポンプ回路
４０，４０ｒ、４０ｆ　ループフィルタ
５０　　クロック生成回路
１１１　トランジスタ（第１のトランジスタ）
１１２　トランジスタ（第２のトランジスタ）
１１３　トランジスタ（第３のトランジスタ）
１１４　トランジスタ（電流源）
１２１　インバータ
１２２　トランジスタ
３０１　電流源（第１の電流源）
３０２　スイッチ（第１のスイッチ）
３０３　電流源（第２の電流源）
３０４　スイッチ（第２のスイッチ）
３０５　電流源（第３の電流源）
３０６　スイッチ（第３のスイッチ）
３０７　電流源（第４の電流源）
３０８　スイッチ（第４のスイッチ）
３０９　電流源（第５の電流源）
３１１　抵抗（第１の抵抗）
３１２　抵抗（第２の抵抗）
３１３　抵抗（第３の抵抗）
４０１　容量
４０２　演算増幅器



(22) JP 4549958 B2 2010.9.22

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(23) JP 4549958 B2 2010.9.22

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(24) JP 4549958 B2 2010.9.22

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】



(25) JP 4549958 B2 2010.9.22

【図１５】 【図１６】



(26) JP 4549958 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(74)代理人  100117710
            弁理士　原田　智雄
(74)代理人  100121728
            弁理士　井関　勝守
(74)代理人  100124671
            弁理士　関　啓
(74)代理人  100131060
            弁理士　杉浦　靖也
(74)代理人  100131200
            弁理士　河部　大輔
(74)代理人  100131901
            弁理士　長谷川　雅典
(74)代理人  100132012
            弁理士　岩下　嗣也
(74)代理人  100141276
            弁理士　福本　康二
(74)代理人  100143409
            弁理士　前田　亮
(74)代理人  100157093
            弁理士　間脇　八蔵
(74)代理人  100163186
            弁理士　松永　裕吉
(74)代理人  100163197
            弁理士　川北　憲司
(74)代理人  100163588
            弁理士　岡澤　祥平
(72)発明者  崎山　史朗
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内
(72)発明者  道正　志郎
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内
(72)発明者  徳永　祐介
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内
(72)発明者  岩田　徹
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内
(72)発明者  平田　貴士
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内
(72)発明者  土居　康之
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内
(72)発明者  吉井　英喜
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内
(72)発明者  服部　慎
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内

    審査官  上田　智志

(56)参考文献  特開平１１－００８５５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              実公昭６０－０３６９０８（ＪＰ，Ｙ１）　　
              特開平１１－２０５１３１（ＪＰ，Ａ）　　　



(27) JP 4549958 B2 2010.9.22

              特開２０００－０８２９５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－１８０６７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特公昭５６－０１９７６９（ＪＰ，Ｂ１）　　
              実開昭６３－０７２９３７（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０３Ｌ　７／００－７／２３，
              Ｈ０３Ｋ　５／０６，
              Ｇ１１Ｃ　１１／４０７


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

